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◆ がん検診・脳ドック・配偶者人間ドック実施のお知らせ・・・・・・・・・・・・1

大阪城天守閣復興80周年記念 
　大阪城天守閣復興80周年記念プロジェクト実行委

員会（大阪市、大阪商工会議所、（財）大阪市博物

館協会、（財）大阪観光コンベンション協会、城端

元気ネットワーク）では、平成23年を「大阪城天守

閣復興80周年記念イヤー」として、年間を通じて、

市民や企業の皆様とともにお祝いするとともに、そ

れを通じて大阪を活性化させ、また大阪の培ってき

た歴史・文化や大阪の魅力を広く発信するため、「大

阪城天守閣復興80周年記念プロジェクト」の主催事

業として、「大阪城公園　迎賓館ウエディング80」

を実施します。 

募集開始日　平成23年２月１日 

実 施 期 間　平成23年４月１日～ 

※休園日や他の事業のため、申込みをお受けでき

ない日がありますので、ご了承ください。 

募 集 組 数　限定80組（末広がりの80周年を迎え

た大阪城を望む西の丸庭園内「大阪

迎賓館」での縁起の良い披露宴を限

定80組公募） 

披露宴会場　大阪城公園内西の丸庭園内 

　　　　　　「大阪迎賓館」 

お問合せ先： 

大阪城天守閣復興80周年記念プロジェクト実行委員会 

ウエディング担当事務局　電話　06－6949－3210 

http://www.newotani.co.jp/osaka/bridal/geihinkan/ 
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減量大成功！突撃インタビュー 
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　戦後最大の不況といわれている昨今…。家計の消費を少しでも抑え、節約に努めたいと思われている方も多いの

ではないでしょうか？ 

　ところで、みなさんは家計に占める医療費の割合をご存知ですか？ 

　厚生労働省の統計によると、平成20年度の国民所得に対する国民医療費の割合は9.9％となっています。 

　家計の約１割を占める医療費ですが、ちょっとした工夫で節約をすることができるんです。 

　今回は、そんな医療費の節約術をみなさんに紹介したいと思います。 

 

　柔道整復師（整骨院や接骨院など）で組合員証等を提示して施術を受けた場合、当共済組合から受診者の方へ施

術内容を確認する照会文書を送付することがあります。意外と思われる方も多いかもしれませんが、実はこの照会

文書に回答をいただくことが家計の負担を減らすことに繋がるんです！ 

　みなさんからいただいた照会文書の回答は、柔道整復師から当共済組合に送付される請求書と照合し、内容が間

違いないか確認するために使用しています。請求書には意外と誤りが多く、平成21年度から照会を実施したことに

より、平成20年度と比べて柔道整復師にかかる医療費をなんと5,400万円も削減することができました。照会文書

の回答率は約半数となっており、みなさんの協力次第でまだまだ医療費が下がる余地はあるはず！ 

　医療費が少なくなれば、当然みなさんに負担いただく掛金（保険料）も少なくなります。適正な医療費支給のた

めに、照会文書の回答にご協力をよろしくお願いします。 

 

　医療費を抑える基本は『早期発見、早期治療』です！ 

　少し調子が悪いけど、病院なんか行かなくても大丈夫。そのうち治るよ…。なんて、病気を軽く見ていることは

ありませんか？ 

　症状の軽いうちに受診を控えてしまい、悪化してから病院にかかることで結果的に治療が長引き、医療費だけで

なく肉体的・精神的な負担が増加するケースも多くあります。 

　症状が重くなる前にまずは医療機関で診察を！医療費も少なく、健康に過ごすことを心がけましょう。 

 

　同じ病気や怪我で複数の病院にかかることを『はしご受診』といいます。みなさんはそんな経験ありませんか？ 

　同一傷病で複数の医療機関を同時にかかると、その分だけ初診料が算定されたり、新たに検査や投薬を行うこと

になってしまいます。そのため一つの医療機関にかかることに比べて、医療費がずいぶん高くなってしまいます。 

　もちろん、医療費だけでなく、重複して検査や投薬を受けることは体への負担も大きくなってしまいます。 

　医療費の節約をするなら、『はしご受診』をやめ、信用できるかかりつけ医を見つけ、治療を受けることが何よ

りも大切です。 

 

　一年間を振り返り、医療費のチェックをしてみることも大切です。上記の『はしご受診』のような受診をしてい

ませんか？ 

　当共済組合からは１年に４回、『医療費のお知らせ』をみなさんに送付していますので、活用してください。 

　意外と医療費が高かったな…、なんて方は、確定申告をすることで、かかった医療費の一部を税金から控除する

ことができるかもしれません。 

　医療費控除の申告の詳細については、所管の税務署にお問い合わせください。 

　なお、確定申告には医療機関で支払った医療費の領収書等が必要になります。『医療費のお知らせ』はあくまで

参考資料として活用してください。 

　また、『医療費のお知らせ』の再発行はできませんのでご注意ください。 

　いくつか挙げてみましたが、医療費節約の第一歩は常に健康であることです。健康管理を心
がけましょう！ 
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あなたの家計の節約術！ 必読！ 
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　被扶養者の認定基準について、よくある事例をQ＆A形式にしました。　 
　認定については、事実発生日から30日を過ぎて手続きを行うと所属所（市長部局にあっては総務事務
センター）の受付日が認定日となります。事実発生日に遡って認定できませんのでご注意ください。 
　喪失については事実発生日が喪失日となります。（ただし死亡による喪失は事実発生日の翌日となり
ます。）手続きが遅れ、誤って当共済組合の被扶養者証を使用すると、喪失日以降の医療費を返還して
いただくことになりますのでご注意ください。 
 
 
 
 
Ｑ　同居している母（62歳）の収入は、給与と公的年金を合わせて月収12万円（年間144万円）です。
父（66歳）も同居していますが収入は公的年金のみで年間220万円です。私の方が父より収入が多
く、母の収入も認定基準を満たしているため、母を被扶養者として認定できますか？ 

 
Ａ　父母のいずれか一方のみを認定する場合であっても、父母それぞれの収入限度額※を合算した額
と、父母の年間収入を合算した額とを比較して判断します。 
　今回のケースは、収入限度額（180万円＋180万円）＜年間収入額（144万円＋220万円）のため、
父母共に認定対象外となります。 
　また、上記の基準を満たしていても、他の扶養義務者（兄弟姉妹（父母からみて子）がいる場合）
の収入や加入保険等の状況により、認定できない場合もあります。 
 

 
 
Ｑ　同居で認定されている父（65歳）母（58歳）と別居する予
定です。父の収入は公的年金のみで年間120万円です。母の年
間収入は50万円です。届出は必要ですか？ 
 

Ａ　別居した後に届出が必要です。 
　組合員が主たる生計維持者として父母を扶養し、父母それぞれの年間収入額以上の経済的援助を
する必要があります。収入が65万円に満たない場合は、一人につき最低必要額である65万円以上の
経済的援助が必要です。 
　また、経済的援助方法は、たとえ近距離別居であったとしても金融機関等を介し送金する必要が
あります。 
　今回のケースは、振込票や送金記録の記された通帳の写しなどにより、父に対して月100,000円（年
間120万円）以上、母に対して月54,167円（年間65万円）以上の経済的援助状況を確認できる書類が
必要です。（手渡し証明書は不可です。） 
　上記の基準を満たしていても、他の扶養義務者（兄弟姉妹（父母からみて子）がいる場合）の収
入や加入保険等の状況により別居認定できない場合や、申告内容が社会通念上著しく妥当性を欠く
ものと当共済組合が判断した時は、認定できない場合もあります。その場合は、喪失の届出が必要
です。 

　すでに手渡しによる経済的援助で別居認定されていても、平成23年４月１日以降は必ず金融機

関等を介し送金することが必要となりますので、ご注意ください。 
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　収入限度額は年間で130万円（障害年金受給者や60歳以上の公的年金受給者は180万円）未満

です。 

　ただし、月額で給料等を得る人は108,334円（130万円/12月）（障害年金受給者や60
歳以上の公的年金受給者は150,000円）未満で、日額で給料等を得る人は3,612円（130万円
/360日）（障害年金受給者や60歳以上の公的年金受給者は5,000円）未満になります。 
　当共済組合での収入とは、所得税法上の所得とは異なり、交通費等の諸手当を含む向こう１

年間の恒常的な収入金額となります。 

＜参考＞　※収入限度額 

 
 
Ｑ　平成23年３月14日に第２子が生まれました。第１子は夫の被扶養者 
としていますが、第２子は私の被扶養者として認定してもらえますか？ 
 

Ａ　全員が同居している場合、子が複数人いても、組合員か配偶者のどちらか 
　一方が主たる生計維持者となり、子を別々に被扶養者とすることは認めていません。 
　配偶者と収入を比較し、年間収入の多い方が主たる生計維持者であると判断します。ただし、年間
収入が同程度の場合や育児休業取得による減収時などは、申告により主たる生計維持者を判断します。 

 
 
 
Ｑ　平成23年３月１日から子が就職しました。最初の１か月間は
研修期間のため、給料は無給です。この場合は平成23年３月31
日までは私の被扶養者とし、平成23年４月１日以降に喪失の届
出をすることになりますか？ 

 
Ａ　平成23年３月１日に雇用契約が成立し就職しているため、 
　平成23年３月１日から喪失となります。 
 
 
 

Ｑ1　妻（40歳）が数年前から個人経営で飲食業を営んでいますが、景気低迷により平成22年の収入
は、収入金額200万円から経費110万円を差し引くと90万円しかありません。私の被扶養者として
認定できますか？ 

 
Ａ1　自ら業を営むいわゆる個人事業者（自営業者）は、原則、被扶養者とは認められません。ただ
し、収入金額から原材料費（仕入れにかかる売上原価）のみを控除した額が収入限度額内である
場合で、組合員の収入により生計を維持していると当共済組合が判断した場合に限り、被扶養者
として認定することも可能としています。 

 
Ｑ2　妻（35歳）が平成22年12月からアルバイトをしています。収入にはばらつきがあり、向こう１

年間の収入見込みが予測し難い場合についてはどのように考えるのですか？収入が超えた月は喪
失し、限度内の月は認定する等、月ごとに申請しなければならないのですか？ 

 
Ａ2　月額108,334円以上の収入を得る雇用契約の場合は、アルバイト開始の平成22年12月から喪失と
なります。毎月の収入は収入限度額内の雇用契約であるが、繁忙期のみ収入限度額を超える場合
は、月ごとに申請する必要はありません。向こう１年間の収入見込みを組合員自身により予測し、
喪失の届出をするかどうかを判断することになります。 
　組合員の予測に反し、結果的に収入限度額を超過した場合は、遡って喪失することになります。
この場合、喪失日以降の医療費を返還していただくことになります。 
　また、組合員の被扶養者で、20歳以上60歳未満の配偶者が遡って当共済組合の資格を喪失する
と、国民年金第３号被保険者の資格も遡って喪失することになり、国民年金第１号被保険者の届
出を市区町村役場の窓口で行ったうえで保険料を納める必要があります。 
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出 産 費（ 法 定 給 付 ） 

出 産 費 附 加 金  

420,000円（注1） 

20,000円

家族出産費（法定給付） 

家 族 出 産 費 附 加 金  

420,000円（注1） 

20,000円
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　組合員、被扶養者が出産したときに、出産費・出産費附加金、家族出産費・家族出産費附加金が支給
されます。           
　また、組合員が資格喪失後６か月以内に出産した場合（資格喪失した日の前日まで引き続き１年以上
組合員であった者に限る）も出産費の請求はできますが、その場合、出産費のみが支給され、出産費附
加金は支給されません。 
　ただし、資格喪失後、出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得した場合、出産費は支給さ
れません。 
 
【支給額】 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
【請求方法】 
　・直接支払制度を利用する場合 
　出産費用は上記法定給付42万円を上限として、当共済組合が直接医療機関等に支払いますが、出
産費用が42万円未満の場合、その差額及び出産費（家族出産費）附加金は組合員が当共済組合に請
求する必要があります。 
　出産後、当共済組合から所属所（市長部局にあっては総務事務センター）を通じて支給額等をあ
らかじめ印字した「出産費（家族出産費）・同附加金請求書」を組合員に送付しますので、必要事
項を記入・捺印し医師または助産師の証明か市区町村長の証明を受けたうえで、添付書類とともに
所属所（市長部局にあっては総務事務センター）に提出してください。          
　ただし、組合員が資格喪失後６か月以内に出産した場合で、出産費用が上記出産費の額を上回っ
た場合は、出産費附加金の支給がないため請求書の送付はありません。 

　・直接支払制度を利用しない場合 
　出産後、当共済組合のホームページから「出産費（家族出産費）・同附加金請求書」をダウンロ
ードして、必要事項を記入・捺印し、医師または助産師の証明か市区町村長の証明を受けたうえで、
添付書類とともに所属所（市長部局にあっては総務事務センター）に提出してください。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

（注 2 ）代理受取額とは、医療機関等で出産にかかった費用のことです。ただし、その費用が上記出産費、家族出産費の額を超
える場合は、出産費、家族出産費の額が代理受取額となります。 

短期給付のツボ！ ～出産費・家族出産費～ vol.7

組合員が出産組合員が出産  
した場合した場合  
組合員が出産 
した場合 

被扶養者が出産被扶養者が出産
した場合した場合  

被扶養者が出産
した場合 

【必要な添付書類】 

ア：直接支払制度にかかる医療機関等との合意文書の写し 

　　（直接支払制度を利用しなくても必要です。） 

イ：代理受取額（注2）の記載がある領収明細書の写し 

ウ：産科医療補償制度加入のスタンプが押された領収書等の写し 

　　（イに産科医療補償制度加入のスタンプが押してあれば、添付不要） 

（注 1 ）産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎22週
未満で出産したときや、産科医療補償制度に加入してい
ない医療機関等で出産した場合は「390,000円」になります。 
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　直接支払制度とは、出産費用（法定給付42万円（産科医療補償制度加算対象ではない場合は39万円。
以下同じ）を上限とする。）を共済組合が直接医療機関等に支払うことにより、組合員の医療機関等で
の窓口負担額を軽減するもので、組合員が医療機関等と契約を交わすことにより利用できる制度です。 
 

①組合員と医療機関等において、直接支払制度を利用する旨の契
約、合意文書の作成 

②出産後、出産費用が法定給付42万円を超えた場合のみ、その差
額を組合員が現金精算 

③医療機関等から共済組合に出産費用（法定給付42万円を上限と
する。）の請求 

④共済組合から医療機関等に③の請求額の支払 

⑤共済組合から組合員に、医療機関等へ③の請求額を支払った旨
の通知と、出産費（家族出産費）・同附加金請求書の送付 
※出産費用が法定給付42万円未満の場合、その差額と出産費（家族出

産費）附加金を合わせて支給します。 

 

　出産費・出産費附加金、家族出産費・家族出産費附加金について、13ページの支給額は平成23年３月
31日までに出産した場合の暫定的な措置となっていましたが、近日中に制度改正される見込みで、平成
23年４月１日以降の出産についても13ページの支給額となる予定です。制度改正があり次第、別途通知
します。  
 
 
 
 
 
 
　柔道整復師（整骨院・接骨院など）で受けられる施術のうち、保険適用となる施術には限りがあります。 
　何気なく、肩こりや日常の疲れで柔道整復師にかかることはありませんか？ 
　保険適用外の施術を受けた場合、組合員が医療費を全額負担する必要があります。 
　知らずにうっかりかかってしまい、後で負担額が多くてびっくりした…、なんてことのないように、
柔道整復師にかかる際には、保険適用になるのかどうか確認してから施術を受けるようにしましょう。 
 
　　●保険適用になる症状● 

　・急性、亜急性で外傷性の捻挫、打撲、挫傷 
　・医師の同意のある脱臼、骨折（応急手当の場合を除く） 

 

　　●こんな場合は、保険適用になりません！● 
　・日常生活による疲れや肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛の場合 
　・打撲、捻挫、挫傷で同一部位の治療を外科、内科、整形外科等で受けながら、 
　　同時に柔道整復師にもかかっている場合 
　・打撲、捻挫が治った後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用の場合 
　・特に症状の改善がみられない長期にわたる漫然とした施術の場合 
　・仕事上や通勤途上におきた負傷の場合 
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こんな症状で整骨院等にかかっていませんか？ 

（イメージ） 

① 

② ④ 

③ 

⑤ 

組合員 

医療機関 等 

共済組合 

○○整骨院 
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　組合員が退職すると、その翌日から被扶養者の方も含めて共済組合の資格を喪失します。 
　退職後の健康保険に、当共済組合の任意継続を希望される方の疑問を解消します！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※任意継続の詳細については、年度末退職者の方にお配りしているパンフレットや共済組合 
　だより第65号、当共済組合のホームページにも掲載していますので、ご覧ください。 
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国民年金第3号被保険者等の手続きについて（Q＆A） 
 
 
 
 
　国民年金第３号被保険者は、どのような人のことをいうのですか。 

 

　国民年金第３号被保険者とは共済組合の組合員及び厚生年金保険の被保険者（国民年金第２号

被保険者）に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者（被扶養配偶者）です。 

 
【参考：国民年金の被保険者の種類】 

第１号被保険者　20歳以上60歳未満の自営業者・学生・フリーターなど、　　 

　　　　　　　　第２号被保険者、第３号被保険者以外の加入者 

　　　　　　　　（直接保険料を納めなければならない加入者） 

第２号被保険者　共済組合の組合員や厚生年金保険の被保険者 

第３号被保険者　第２号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 

　　　　　　　　（直接保険料を納める必要のない加入者） 

※昭和61年４月に施行された新国民年金制度により、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満

の全ての人が国民年金に加入することが義務づけられました。 

 

　国民年金第３号被保険者に該当した場合は、いつどのような手続きをすればよいのですか。 
 

　組合員が配偶者の当共済組合扶養手続きを行うときに併せて日本年金機構所定の様式である「国

民年金第３号被保険者届」に必要事項を記入し、年金手帳等の必要書類を添えて所属所（市長部

局にあっては総務事務センター）に提出してください。 

（注１）「国民年金第３号被保険者届」の届出人欄は、必ず第３号被保険者の氏名等を記入して

ください。 

（注２）届出をしていないと将来受給する年金が受けられなくなったり、減額されることもあり

ますので必ず「国民年金第３号被保険者届」を提出してください。 

 

　組合員が大阪市を退職しましたが、被扶養配偶者である妻は国民年金の届出が必要ですか。 
 

20歳以上60歳未満の配偶者であれば、国民年金の届け出は必要です。 

 

組合員が大阪市を退職し、再就職しない場合（任意継続組合員もこれに含まれます） 

　被扶養配偶者は、国民年金第1号被保険者となるため、居住地の市区町村役場の国民年金の窓

口で手続きを行う必要があります。 

　日本年金機構所定の様式である「国民年金被保険者関係届」に必要事項を記入し、年金手帳等

の必要書類を添えて、居住地の市区町村役場へ提出してください。 

 

組合員が大阪市を退職し、他の公務員又は会社へ転職した場合 

　被扶養配偶者は、引き続き国民年金第3号被保険者となりますが、転職先を通じて改めて手続

きを行う必要があります。 

　日本年金機構所定の様式である「国民年金被保険者資格取得・ 種別変更 ・種別確認届」に必
要事項を記入し、年金手帳等の必要書類を添えて、転職先へ提出してください。 
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短期経理収支推計（単位：千円）  

退 職 後 の 共 済 年 金 に つ い て 

平成23年度の予算が決まりました 
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◆　大阪市を退職し、再び公務員として再就職した（共済組合に加入した）場合は、その就職先へ当共
済組合に加入していた旨を報告してください。さらに、共済年金を受給している場合は、就職先に「年
金受給権者再就職届書」にその年金証書を添えて提出してください。（年金が支給停止となる場合が
あります。） 
　また、私学共済制度の加入者、もしくは国会議員または地方公共団体の議会の議員となられた場合
には、当共済組合にご連絡ください。（年金が支給停止となる場合があります。） 

◆　大阪市を退職された後に退職共済年金の支給開始年齢に到達された場合、当共済組合へ年金の請求
手続きをしていただく必要があります。退職共済年金の支給開始年齢に到達される前に、ご自宅へ「年
金決定請求書」を送付しますので、退職後に住所を変更されたときは「年金待機者住所変更届」を、
氏名を変更されたときは「年金待機者氏名変更届」に戸籍抄本（氏名の変更が確認できるもの）を添
付し、当共済組合に提出してください。 
　なお、支給開始年齢に到達される前に死亡した場合には当共済組合にご連絡ください。 

◆　大阪市を退職された場合、「地共済年金情報Webサイト」のユーザーID・パスワードは自動的に失
効します。引き続き「Webサイト」の利用を希望される場合は、お手数ですが、再度ユーザーID・パ
スワードの取得申請を同サイトより行ってください。（定年退職者及び退職後60歳に到達された方は
「Webサイト」は利用できなくなりますのでID・パスワードの取得申請はできません。） 
 
 
 
 
 
　３月７日開催の組合会において平成23年度の予算が承認されました。これに伴い、短期保険料率につ
いて増額の改定を行うことになりましたので、ご理解とご協力をお願いします。 
 

 
 

　
組合員とその被扶養者の病気・けが・出産・死亡・休業又は災害に対して給付を

行っている経理です。組合員のみなさんの掛金や大阪市等の負担金の収入をもって、
その資金としています。 

■ 収支の状況 ■  

　おもな支出は、各種給付金が115億6,201万円、高齢者医療制
度や介護保険制度等への拠出金が127億2,365万円、育児・介護
休業手当金に係る連合会拠出金が８億3,355万円となる見込みで、
支出総額は270億6,411万円です。高齢者の医療保険制度を支え
るための支援金等の拠出が前年度推計額よりも約５億５千万増
加する見込みとなりました。 
　一方、収入は、組合員数の減少や給料減額措置等により給料
総額が減少する見込みとなっています。このため、短期保険料
率について10/1000、介護保険料率について0.6/1000引き上げ
を行うこととなりました。これにより、おもな収入内訳は、大
阪市等の負担金が115億3,025万円、組合員のみなさんの掛金が
118億3,234万円となる見込みで、収入総額は257億4,413万円です。 
　収入と支出の差額13億1,998万円については短期積立金、介
護積立金ともに取り崩すこととなりました。 
　なお、変更後の保険料率は19ページに案内しています。 

短期経理短期経理  短期経理 

収　入収　入 
25,744,130
収　入 
25,744,130

支　出支　出 
27,064,106

支　出 
27,064,106

負担金 
11,530,258

育児・介護休業 
手当金交付金 
441,308

給付金 
11,562,015

掛　金 
11,832,341

高齢者医療制度高齢者医療制度 
等への拠出金拠出金 
10,961,77710,961,777

高齢者医療制度 
等への拠出金 
10,961,777

次年度繰越支払準備金 
1,927,003

業務経理への繰入 
17,884

連合会への拠出金 
833,547

介護保険制度へ 
の拠出金 

1,761,880

前年度繰越支払準備金等 
1,940,223

収支差引額　1,319,976
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　組合員の退職等によって生じる退職共済年金や遺族共済年金等の支給を行ってい

る経理です。組合員のみなさんの掛金や大阪市等の負担金の収入をもって、その資

金としています。 
 

■ 収支の状況 ■ 

　　収入総額は624億723万円で、内訳は大阪市等の負担金が

411億6,337万円、組合員のみなさんの掛金が170億7,280万円、

積立金の運用収入等が17億9,932万円、基礎年金交付金が23億

7,174万円となる見込みです。 

　一方、支出総額は912億8,785万円で、内訳は年金給付が746

億円、基礎年金拠出金が166億5,923万円、業務経理への繰り

入れが2,862万円となる見込みです。なお、収入と支出の差額

288億8,062万円については、長期給付積立金より取り崩します。 

 

 
　短期・長期給付に係る事務費を管理・執行する経理で、大阪市等の負担金及び、

短期・長期経理からの資金の一部繰り入れによって賄われています。 

 

■ 収支の状況 ■  

　収入総額は１億4,441万円で、おもな収入は大阪市等の負担

金、短期経理及び長期経理からの繰り入れとなります。 

 

　一方、支出総額は１億6,599万円で、内訳は学識経験監事等

の役員報酬20万円、嘱託職員にかかる職員給与1,271万円、旅

費207万円、事務費2,414万円、委託費9,056万円、普及費等

3,631万円となる見込みです。 

なお、収入と支出との差額2,158万円については前事業年度か

らの繰越金を充当します。 

 

 
　組合員とその被扶養者の健康の保持増進を目的とした各種事業を行っている経理

です。組合員のみなさんの掛金や大阪市等の負担金の収入をもって、その資金とし

ています。 

■ 収支の状況 ■  

　収入総額は４億4,169万円で、内訳は大阪市等の負担金が２

億1,688万円、組合員のみなさんの掛金が２億2,323万円、預

金利息等が158万円となる見込みです。 

　一方、支出総額は５億7,615万円で、各種検診事業を実施す

るための厚生費が４億5,481万円、特定健康診査等費が6,722

万円、普及費等が5,412万円となる見込みです。 

　なお、収入と支出の差額１億3,446万円は、積立金を取り崩

します。 

　 

　平成23年度もがん検診・配偶者人間ドック・脳ドックを実施します。詳細は、１～６ページに掲載し
ていますので、病気の早期発見、早期治療のため、受診をおすすめします。 

　また、ヘルスアップ事業はすべての年齢のみなさんにご利用いただけるようになります。今後の共済
組合だよりやホームページ等により詳細はお知らせしますので、健康保持・増進にお役立てください。 

長期経理長期経理  長期経理 

業務経理業務経理  業務経理 

保健経理保健経理  保健経理 

 

保健経理収支推計（単位：千円）  

業務経理収支推計（単位：千円）  

長期経理収支推計（単位：千円）  

収　入収　入 
62,407,230
収　入 
62,407,230

支　出支　出 
91,287,854

支　出 
91,287,854

負担金 
41,163,373

基礎年金交付金 
2,371,738

年金給付 
74,600,005

掛　金掛　金  
17,072,80017,072,800
掛　金 

17,072,800

業務経理への繰入 
28,615

基礎年金拠出金 
16,659,234

積立金の運用収入等 
1,799,319

収支差引額 
28,880,624

収　入収　入 
144,408
収　入 
144,408

支　出支　出 
165,991
支　出 

165,991

大阪市等から 
の負担金 
96,574

長期経理から 
の繰入 
28,615

短期経理から 
の繰入 
17,884

職員給与 
12,711

普及費等 
36,313

委託費 
90,555

事務費 
24,141

旅　費　2,070

雑収入　1,335

収支差引額収支差引額 
21,58321,583
収支差引額 
21,583

役員報酬　201

支　出支　出 
576,149

収　入収　入 
441,694
収　入 
441,694

支　出 
576,149

負担金 
216,875

雑収入等 
1,584

掛　金 
223,235

普及費等　41,620
委託費　11,855

厚生費 
454,810

事務費　318

旅　費　322

収支差引額 
134,455

特定健康診査等費 
67,224
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区 分  
掛　　　　金 負　　担　　金 

任意継続組合員 
定 例 給 料  期 末 手 当  定 例 給 料  期 末 手 当  

短 期 分  

 
福 祉 分  

介 護 分  

61.250 

（31.13375） 

1.250 

6.875

49.000 

（24.907） 

1.000 

5.500

61.250 

（31.13375） 

1.250 

6.875

49.000 

（24.907） 

1.000 

5.500

 

125.000 
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　住宅取得等に要する資金の貸付（新規貸付は休止）、高額療養費の支給の対象と

なる療養に係る支払のために要する資金の貸付、組合員及びその被扶養者の出産に

要する費用の貸付を行っています。 
 

■ 収支の状況 ■ 

　収入総額は５億4,725万円で、内訳は組合員貸付金利息５億255万円、団信特約保険料等で4,470万円と

なる見込です。 

　一方、支出総額は７億676万円で、内訳は長期借入金にかかる支払利息３億7,109万円、保険料等で３

億3,567万円となる見込みです。 

　なお、収入と支出の差額は１億5,951万円となり、積立金から取り崩します。 

 

 
　年金の加入歴が大阪市のみの年金受給者について、国民年金（基礎年金）を日本

年金機構から当共済組合を経由して支給しています。 

 

■ 収支の推計 ■ 

　日本年金機構から基礎年金国庫金として交付される収入15億7,493万円に対し、年金受給者に対する

支出も同額の15億7,493万円となる見込みです。 

 

※なお、当共済組合ホームページにおいても、平成23年度予算書を公開しています。 
 
 
 
 
 

　短期保険料率及び介護保険料率は、平成23年４月から以下のとおり変更になります。 

　なお、福祉事業にかかる保険料率は変更ありません。 

 

○短期保険料率（平成23年4月～） 
（単位：千分比） 

 

 

 

 

 

 

※継続長期組合員を除く 

 
・（　　）内は特定保険料率です。 
・掛金の標準となる定例給料の最高限度額は968,000円、期末手当等の最高限度額は5,400,000円（年度累
計）です。 

 

　※特定保険料率とは？ 
　健康保険の一般保険料率のうち、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療給付のための

納付金など、高齢者医療を支えるために使われる保険料率のことです。 

平成23年度 短期保険料率について 

貸付経理貸付経理  貸付経理 

基礎年金基礎年金  
支払経理支払経理  
基礎年金 
支払経理 
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　70～74歳の高齢受給者の方が医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、本来は２割負担で

すが、特例措置として現在は１割負担となっています。その特例措置が延長され、平成24年3月31日ま

で1割負担となりました。 

　つきましては、現在使用している高齢受給者証に記載の特例措置期間を変更する必要があるため、 

平成23年3月に新しい高齢受給者証を交付します。 

　新しい高齢受給者証は、現在使用している証と交換して交付されることとなりますので、現在使用し

ている高齢受給者証は廃棄せず、必ず返却していただきますようお願いします。 

　なお、更新となるのは高齢受給者証のみであり、被扶養者証につきましては返却の必要がありません

のでご注意ください。 

高齢受給者証の更新対象者：昭和11年4月2日～昭和16年3月1日生まれの被扶養者 
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高齢受給者証の更新について 

広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



※医療機関での受診の抑制を促すもの
ではありません。症状の軽いうちは
病院にかかるのを我慢し、悪化して
から病院にかかることで、結果的に
治療が長引き、医療費だけでなく、
みなさんの肉体的、精神的負担が増
加するケースも多くあります。早期
発見、早期治療に努め、適切な受診
を心がけましょう。
　　また、今回の共済組合だよりの９
ページにジェネリック医薬品に関す
る記事も掲載しています。ぜひご一
読ください。

　当共済組合の医療費は年々増加傾向にあり　当共済組合の医療費は年々増加傾向にあります。高齢者医療制度への拠出金の増ます。高齢者医療制度への拠出金の増
加や給料減額等の要因もあり、加や給料減額等の要因もあり、平成 23 年度は医療にかかる掛金が平成 22 年度平成 23 年度は医療にかかる掛金が平成 22 年度に比に比
べべ一人当たり一人当たり年額年額平均 30,035 円平均 30,035 円上乗せ上乗せとなります。となります。
　同じ傷病で複数の医療機関　同じ傷病で複数の医療機関ににかかる『はしご受診』や、柔道整復師（整骨院、接かかる『はしご受診』や、柔道整復師（整骨院、接
骨院など）で肩こりや筋肉痛などの保険適用外の症状の治療を、組合員証等（健康骨院など）で肩こりや筋肉痛などの保険適用外の症状の治療を、組合員証等（健康
保険）を使って受けていませんか？保険）を使って受けていませんか？
　自分ひとりだけなら大丈夫…。全員がそう考えてしまうと医療費はどんどん増え　自分ひとりだけなら大丈夫…。全員がそう考えてしまうと医療費はどんどん増え
る一方です。る一方です。
　自分だけでもやってみよう…。そんな気持ちで、医療費の使い方、一度見直して　自分だけでもやってみよう…。そんな気持ちで、医療費の使い方、一度見直して
みませんか？みませんか？

　当共済組合の医療費は年々増加傾向にあり　当共済組合の医療費は年々増加傾向にあります。高齢者医療制度への拠出金の増ます。高齢者医療制度への拠出金の増
加や給料減額等の要因もあり、加や給料減額等の要因もあり、平成 23 年度は医療にかかる掛金が平成 22 年度平成 23 年度は医療にかかる掛金が平成 22 年度に比に比
べべ一人当たり一人当たり年額年額平均 30,035 円平均 30,035 円上乗せ上乗せとなります。となります。
　同じ傷病で複数の医療機関　同じ傷病で複数の医療機関ににかかる『はしご受診』や、柔道整復師（整骨院、接かかる『はしご受診』や、柔道整復師（整骨院、接
骨院など）で肩こりや筋肉痛などの保険適用外の症状の治療を、組合員証等（健康骨院など）で肩こりや筋肉痛などの保険適用外の症状の治療を、組合員証等（健康
保険）を使って受けていませんか？保険）を使って受けていませんか？
　自分ひとりだけなら大丈夫…。全員がそう考えてしまうと医療費はどんどん増え　自分ひとりだけなら大丈夫…。全員がそう考えてしまうと医療費はどんどん増え
る一方です。る一方です。
　自分だけでもやってみよう…。そんな気持ちで、医療費の使い方、一度見直して　自分だけでもやってみよう…。そんな気持ちで、医療費の使い方、一度見直して
みませんか？みませんか？
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